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（
総
務
委
員
会
）

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
承
認
第
一
号

（
衆
議
院
送
付
）

）

要
旨

本
件
は
、
放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
放
送
協
会
の
平
成
十
九
年
度
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び

資
金
計
画
に
つ
い
て
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
収
支
予
算

一
般
勘
定
の
事
業
収
入
は
六
千
三
百
四
十
八
億
円
、
事
業
支
出
は
六
千
三
百
七
億
円
で
、
事
業
収
支
差
金
は
四
十
一
億
円

で
あ
る
。
こ
の
事
業
収
支
差
金
は
、
全
額
を
債
務
償
還
の
た
め
に
使
用
す
る
。

二
、
事
業
計
画

平
成
十
九
年
度
は
、
改
革
・
新
生
に
向
け
た
三
か
年
計
画
の
二
年
目
と
し
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
だ
か
ら
で
き
る
放
送
を
通
し
て
の

放
送
の
公
共
的
役
割
の
追
求
、
信
頼
さ
れ
る
公
共
放
送
の
た
め
の
経
営
の
改
革
、
受
信
料
の
公
平
負
担
と
効
率
的
な
契
約
収

納
活
動
に
向
け
た
取
組
、
視
聴
者
と
の
結
び
付
き
の
強
化
、
国
際
放
送
に
よ
る
海
外
へ
の
情
報
発
信
の
強
化
、
新
た
な
放
送

サ
ー
ビ
ス
の
開
発
や
放
送
の
発
展
に
向
け
た
調
査
研
究
の
推
進
、
徹
底
し
た
業
務
改
革
と
ス
リ
ム
化
の
継
続
等
に
重
点
を
置
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い
て
い
る
。

三
、
資
金
計
画

資
金
計
画
は
、
受
信
料
、
長
期
借
入
金
等
に
よ
る
入
金
総
額
六
千
六
百
六
十
三
億
円
、
事
業
経
費
、
建
設
経
費
、
長
期
借

入
金
の
返
還
等
に
よ
る
出
金
総
額
六
千
六
百
三
十
二
億
円
を
も
っ
て
施
行
す
る
。

四
、
総
務
大
臣
の
意
見

本
件
に
は
、
総
務
大
臣
か
ら
、
受
信
料
収
入
が
不
祥
事
発
覚
前
の
水
準
を
大
き
く
下
回
る
状
況
に
あ
る
も
の
の
、
国
民
・

視
聴
者
の
信
頼
回
復
、
受
信
料
収
入
の
回
復
、
業
務
の
効
率
化
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
途
上
に
あ
り
、
ま
た
、
放
送
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
関
係
経
費
に
予
算
を
重
点
配
分
し
つ
つ
、
経
費
削
減
に
よ
り
収
支
均
衡
を
維
持
し
て
お

り
、
収
支
予
算
等
は
、
や
む
を
得
な
い
内
容
と
認
め
る
旨
の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。


